
県
営
住
宅
入
居
予
備
者
を
募
集
し
ま
す

第
68
回 

多
久
山
笠

　
佐
賀
県
営
住
宅
指
定
管
理
者
佐
賀
管
理
室
で
は
、多
久
市
内
の
県
営
住
宅
入
居
予
備
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
※�

登
録
の
有
効
期
限
は
、
次
回
の
募
集
に
伴
う
受
付
開
始
日
の
前
日
ま
で
で
す
。

■
募
集
団
地
　
北
多
久
団
地

■
入
居
資
格
　�

県
営
住
宅
条
例
に
定
め
る
入
居
資
格
が
必
要
で
す

■
資
料
配
布
期
間
　
９
月
１
日
㈭
か
ら　
※
９
月
３
日
㈯
・
４
日
㈰
は
配
布
し
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間
　
９
月
６
日
㈫
～
１２
日
㈪　
※�

９
月
１０
日
㈯
は
受
け
付
け
し
ま
せ
ん
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
月
１１
日
㈰
は
受
け
付
け
し
ま
す
。

■
受
付
時
間
　
９
時
～
１８
時

■
受
付
場
所
　
佐
賀
市
八
丁
畷
町
８
番
１
号
（
佐
賀
総
合
庁
舎
別
館
）

　　
　
　
　
　
佐
賀
県
営
住
宅
指
定
管
理
者�
株
式
会
社
マ
ベ
ッ
ク�

佐
賀
管
理
室

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　
佐
賀
県
営
住
宅
指
定
管
理
者�

株
式
会
社
マ
ベ
ッ
ク�
佐
賀
管
理
室　
☎
２０

−
２
５
０
０

　
多
久
市
最
大
の
夏
祭
り
が
、
今
年
も
Ｊ
Ｒ
多
久
駅
周
辺
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
絢
爛
豪
華
な
人
形
山
車
２
台
、
夜
路
を
彩
る
提
灯
山
車
２
台
が

笛
や
太
鼓
の
音
色
を
響
か
せ
な
が
ら
、
ま
ち
を
練
り
歩
き
ま
す
。

　
ま
た
、
ま
つ
り
の
最
後
を
締
め
く
く
る
８
０
０
発
の
花
火
が
夏
の
夜

空
を
彩
り
ま
す
。み
な
さ
ん
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時　
８
月
１５
日
㈪
・
１６
日
㈫　
１８
時
～

■
花
火
大
会
　
１６
日
㈫　
２１
時
～

　
※�

雨
天
の
場
合
は
延
期
し
ま
す
。
主
催
者
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
場
所　
Ｊ
Ｒ
多
久
駅
周
辺

■
主
催　
多
久
山
笠
委
員
会

■
問
い
合
わ
せ

　　
　
　
（
一
社
）
た
く
２１　
☎
２０

−

２
２
０
３

inform
ation 

建
設
課

inform
ation  

多
久
山
笠
委
員
会

▼
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
年
金
事
務
所　
☎
３１

−

４
１
９
１

市
民
生
活
課�

保
険
年
金
係　
☎
７５

−

２
１
５
９

　
平
成
２８
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免
除

申
請
の
受
付
が
７
月
１
日
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。

　
平
成
２８
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は
平

成
２８
年
７
月
分
か
ら
平
成
２９
年
６
月
分

ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
今
ま
で
、
３０
歳
未
満
で
本
人
並
び
に

配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下
で
あ
る
こ

と
を
条
件
に
し
て
、
国
民
年
金
の
保
険

料
を
猶
予
す
る
「
（
若
年
者
）
納
付
猶

予
制
度
」
が
実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
猶
予
期
間
の
対
象
者
の
年
齢
制

限
が
、
平
成
２８
年
７
月
１
日
か
ら
平
成

３７
年
６
月
ま
で
の
時
限
措
置
で
、
３０
歳

か
ら
５０
歳
未
満
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　
全
年
齢
層
に
お
い
て
「
納
付
猶
予
制

度
」
の
対
象
に
な
ら
な
く
て
も
、
半
額

免
除
な
ど
の
一
部
免
除
申
請
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
猶
予
が
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
受
給
資
格
期
間
と
し
て

算
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
も
し
こ
の
期

間
に
け
が
や
病
気
で
一
定
の
障
害
の
程

度
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
認
め
ら
れ
れ

ば
、
障
害
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も

の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未

納
期
間
が
あ
る
人
な
ど
も
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
市
民
生
活
課
保
険
年
金
係
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、申
請
で
き
る
過
去
の
期
間
は
、

申
請
書
提
出
日
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま

で
で
す
。
た
だ
し
、
３０
歳
以
上
５０
歳
未

満
の
人
の
納
付
猶
予
が
申
請
で
き
る
の

は
時
限
措
置
期
間
で
あ
る
平
成
２８
年
７

月
分
以
降
か
ら
で
す
。

inform
ation 

佐
賀
年
金
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料

納
付
猶
予
制
度
の
対
象
者
の
拡
大

の
お
知
ら
せ
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